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      令和２年（2020 年）５月 15 日 

 

（一社）長野県経営者協会 会長 様 

長野県中小企業団体中央会 会長 様 

（一社）長野県商工会議所連合会 会長 様 

長野県商工会連合会 会長 様 

 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

当県における緊急事態宣言の解除等を受けた新型インフルエンザ等対策 

特別措置法第 24条第９項に基づく感染防止策の徹底等について（依頼） 

 

 日頃は、長野県行政にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本県では、５月 15 日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議にお

いて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項に基づき別紙１のとおり要請する

こと等を決定しました。 

つきましては、下記について御承知いただくとともに、会員企業等に対し周知いただくよ

うお願いします。なお、国の動向及び今後の県内の感染の状況等によっては、要請等の内容

を見直す場合がありますので、ご承知おきください。 

 

記 

 

１ 要請内容 

  別紙１のとおり 

 

２ 「ＳＴＡＹ信州」の取組への協力 

５月 31 日までの期間においては、遠出を避け、基本的に身近な地域内に留まり、感染リスク

の低い活動から行う「ＳＴＡＹ信州」の取組へのご協力をお願いします。 

 

３ 感染防止対策の徹底 

いわゆる「新たな生活様式」に対応した営業を行うための、別紙２や別紙３(各団体で作成さ

れた業種別ガイドライン)を参考にした感染防止対策の徹底をお願いします。 

長野県産業労働部産業政策課企画担当 

担当 （課長）宮島 克夫 

（担当）竹内 幹 

電話   026-235-7205（直通） 

ＦＡＸ  026-235-7496 

E-mail  sansei@pref.nagano.lg.jp 


